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【広告掲載欄】掲載についてのお問い合わせは総務課（☎ 82-1148）まで。お得な割引もあります。
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受章おめでとうございます！（敬称略）

県・市町中小企業勤労者
小口資金貸付制度

◦対象　資金用途が明確で，県内

4 月から消防業務が新体制へ

　4 月から，本市と宇部市の両
消防本部が共同で消防業務を行
います。県内初の広域消防の開

始となります。
◦名称　宇部・山陽小野田消防局

◦広域化により更なる安心安全を
◦火災，救急活動を行う隊員の

増員，現場到着時間の短縮な
ど初動体制が強化されます。

◦救急救命士の育成や高度な救
助技術の習得機会が増え，質
の高い救急業務が提供できる
ようになります。

◦高度な救急資機材，119 番を
受け付ける高機能指令センター
などが効率的に整備できます。

◦問い合せ先
　消防本部総務課（☎ 83-2037）

に居住し同一事業所に 1 年以上
勤務し，市税を完納している人

◦資金使途　大学教育資金，育児・
介護休業資金，冠婚葬祭・療養
資金，生活向上資金，災害資金

※貸付限度額・償還期間・貸付
利率等について，詳しくはお
問い合わせください。

◦申込先
　中国労働金庫（☎ 83-2268）

◦問い合せ先
　商工労働課（☎ 82-1150）
　県労働政策課

（☎ 083-933-3210）

自治基本条例を制定しました

　平成 24 年 1 月 1 日付で「自
治基本条例」が制定されました。
　自治基本条例は，市民・議会・
市が一緒になって知恵を出し合
い，創意工夫しながら協働してま
ちづくりを進めるための基本的な
ルールです。
　まちづくりの主役は市民のみ
なさんです。市では，今後とも

「市民が主役のまちづくり」を推

進しますので，市民のみなさん
のなお一層の市政へのご参加を
お願いします。
◦閲覧場所　企画課，山陽総合事
務所地域活性化室，南支所，埴生
支所，公園通出張所，厚陽出張所
※市ホームページでも閲覧でき

ます。

◦問い合せ先
　企画課（☎ 82-1130）

くすのきカントリーマラソン
宇部市と広報紙で情報を交換しています。

　フルマラソンから約 7km のウォーキングまで自然豊かな 5 つの
コース。ゲストランナーに中国電力陸上競技部の油谷 繁さんを招き，
早春の緑の中を駆け抜けます。みなさんの参加をお待ちしています。

◦とき　3 月 11 日㈰　9:40 〜順次スタート
◦ところ　万倉ふれあいセンター（スタート・フィニッシュ）
◦申込期限　2 月 7 日㈫（消印有効）

【問い合せ・ 申込先】くすのきカントリーマラソン
実行委員会事務局（☎32-9600）

◆社会福祉功労者
　厚生労働大臣表彰  今井 枝 のぞみ園副園長

◆児童養護事業功労者
　厚生労働大臣表彰  加  智枝 小野田陽光園栄養士


